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身体障害者手帳の交付  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

身体障害者手帳は、一定の障がいのある方に対して、身体障害者福祉法に基づき、県知事が交付します。

手帳は、障がいの程度により等級があります（１級から６級まで）。 

各種の援助やその他の援護措置（税の減免や、運賃等の割引など）を受けるために必要な証明書の役割

をもっています。 

 

 

 

療育手帳の交付 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

療育手帳は、知的障がいのある方に対し、一貫した指導、相談、各種の援助措置を受けやすくするため

に、児童相談所または知的障害者更生相談所の判定に基づき、県知事が交付します。 

手帳は、障がいの程度により、最重度「A1」、重度「A2」、中度「B1」、軽度「B2」となります。 

 

 

申請に必要な 

もの 

・写真１枚（縦４cm×横３cm）   

・マイナンバーがわかるもの 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

・「（軽度）精神（発達）遅滞」の診断書をお持ちの場合は、診断書（写し可） 

※診断書がなくても申請可能です。 

申請に必要な 

もの 

・指定様式による指定医師の診断書   

※様式は障がい福祉課にあります。長崎県庁ホームページからもダウンロード可能です。 

・マイナンバーがわかるもの 

・写真１枚（縦４cm×横３cm） 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

１．手帳の交付 

2．障がい者のための福祉 
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精神障害者保健福祉手帳の交付 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのある方の、自立と社会参加の促進をはかり、各種支援策を 

受けやすくするため、医師の診断書等により県知事が交付します。 

手帳は、障がいの程度により等級があります（１級から３級まで）。 

申請に必要な

もの 

・指定様式による指定医師の診断書 

※様式は障がい福祉課にあります。 

※年金照会による申請の際は、診断書に代えて年金証書等でよい場合がありますので、 

担当課にご相談ください。 

・マイナンバーがわかるもの 

・写真１枚（縦４cm×横３cm） 

・印かん（朱肉を使用するもの） 
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手当・年金 

特別障害者手当 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

対象者 
在宅の、精神または身体に重度の障がいのある方（20 歳以上）で、常時特別な

介護を必要とする方 

申請に必要な 

もの 

・指定様式※による診断書 

※指定様式は障がい福祉課にあります。 

・通帳 ・マイナンバーが分かるもの 

・戸籍謄本 

・住民票謄本  必要な場合があります 

・所得証明 

・印かん（朱肉を使用するもの）等 

お持ちの方は 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・年金証書 

 

手当の支給制限 
・所得制限があります。 

・長期入院（３か月以上）または施設入所による支給制限があります。 

支給額 
月額 27,350 円（令和 2 年 4 月現在）※２月、５月、８月、11 月の支給 

※年度により、額の変動があります。 

障害児福祉手当 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

対象者 
在宅の、精神または身体に重度の障がいのある児童（20 歳未満）で、日常生活

において常時介護を必要とする方 

申請に必要な 

もの 

・指定様式※による診断書 

※指定様式は障がい福祉課にあります。 

・通帳 ・マイナンバーが分かるもの 

・戸籍謄本 

・住民票謄本   必要な場合があります 

・所得証明   

・印かん（朱肉を使用するもの）等 

お持ちの方は 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

 

 

手当の支給制限 ・所得制限及び施設入所制限があります。 

支給額 
月額 14,880 円（令和 2 年 4 月現在）※２月、５月、８月、11 月の支給 

※年度により、額の変動があります。 

２．障がい者の福祉制度 
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特別児童扶養手当 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

 

対象者 
精神、知的または身体に障がいのある 20 歳未満の児童を監護※している父または

母、もしくは養育者 

申請に必要な 

もの 

・戸籍謄本 

・診断書（指定様式） 

※指定様式は障がい福祉課にあります。 

・通帳 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

・マイナンバーが分かるもの など 

お持ちの方は 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

手当の支給制限 

・所得制限があります。 

・施設入所制限があります。 

・児童が障がいを事由とする公的年金を受け取る場合は支給されません。 

 （児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当などとの併給は可能です。） 

支給額 

１級 月額 52,500 円 

２級 月額 34,970 円（令和 2 年 4 月現在）※４月、８月、11 月の支給 

※年度により、額の変動があります。 

※監護とは、精神面及び経済面から、児童の日常生活において面倒を見ることです。 
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障害基礎年金 

【問い合わせ先】 市民課 TEL：53-4111 

【所在地】 大村市玖島１丁目 25 番地   （内線 113・114） 

（令和 2年 4 月 1日） 

対象者 
20 歳以上の障がいのある方で、国民年金法に定める障害等級に該当する程度の障が

いの状態にある場合に支給されます。 

条件 

障がいの原因となった病気やけがで最初に病院を受診した日（初診日）が、下記のい

ずれかの期間にある方 

1 国民年金の加入期間 

2 国民年金の被保険者であった方で 60 歳以上 65 歳未満の期間（日本国内に住所 

がある方に限ります。） 

3 20 歳未満 

※1、2 の期間に初診日がある方は、国民年金保険料の納付要件があります。 

※3 の期間に初診日がある方は、本人の所得制限があります。 

※原則、65 歳未満の方が申請対象となります。 

（老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。） 

支給額 

（国民年金法による支給基本額） 

１級・・・年額 977,125 円 

２級・・・年額 781,700 円 

心身障害者扶養共済制度 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

心身に障がいのある方の保護者が加入し、その保護者に万一のことがあったとき、障がいのある方に年

金を支給します。制度の詳細は、長崎県障害福祉課または大村市障がい福祉課にお尋ねください。 

対象者 

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次の全ての要件を満たす方。 

① お申し込みをされる都道府県・指定都市に住所があること。 

② 加入時（又は口数追加時）の年度の 4 月 1 日時点の年齢が満 65 歳未満であること。 

③ 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 

④ 障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は 1 人であること。 

掛金月額 加入者の年齢により異なります。 

年金月額 一口 月額 20,000 円 （２口まで加入できます。） 

申請に必要な 

もの 

・住民票の写し（申込者及び障がいのある方それぞれに必要です） 

・障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類  

・印かん（朱肉を使用するもの）など     
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補装具・日常生活用品 

 

補装具の交付、修理について  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者の方に身体の失われた部分や、思うように動かすことのでき

ない部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするための用具を交付・修理します。（※世帯の所

得に応じた自己負担、所得制限があります。） 

申請に必要な 

もの 

・身体障害者手帳 

・医師の意見書※ 

※指定様式によるもの。指定様式は障がい福祉課にあります。 

・業者の見積書 

・難病患者の方は、特定疾患受給者証の写し 

・印かん（朱肉を使用するもの）など 

※補装具の種類により必要な書類が異なります。 

交付・修理品目 

・盲人安全つえ 

・眼鏡 

・補聴器 

・車いす 

・義手 

・義足 

・重度障害者用意思伝達装置 

・各種補装具など 

※先に購入、修理をされた場合の助成はありません。事前にご相談ください。 

 

日常生活用具の給付 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-730６ 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

在宅で、重度の障がいのある方・難病患者に対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。 

申請に必要な 

もの 

・身体障害者手帳 

・難病患者の方は特定疾病受給者証の写し、または医師の診断書 

・業者の見積書 

・カタログのコピー 

※ストーマ装具、紙おむつについては不要です。 

・印かん（朱肉を使用するもの） 
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＜日常生活用具の給付品目一覧＞ 

障害名 給付品目 

肢体不自由 

・特殊便器 

・便器 

・特殊マット 

・特殊寝台 

・入浴担架 

・体位変換器 

・携帯用会話補助装置 

（トーキングエイド） 

・入浴補助用具 

・移動用リフト 

・移動・移乗支援用具 

・訓練いす（身体障害児のみ） 

・訓練用ベッド（6 歳以上 18 歳未満） 

・T字状・棒状つえ 

・火災警報器 

・自動消火器 

・情報・通信支援用具 

視覚障害 

・視覚障害者用 

ポータブルレコーダー 

・点字ディスプレイ 

・盲人用体温計 

・点字タイプライター 

・視覚障害者用ワープロ（共同使用） 

・電磁調理器 

・点字図書 

・盲人用体重計 

・盲人用時計 

・視覚障害者用拡大読書器 

・歩行時間延長信号機用小型送信機 

・視覚障害者用 

活字文書読み上げ装置 

・情報通信支援用具 

・点字器 

・火災警報器 

・自動消火器 

聴覚障害 

・聴覚障害者用屋内信号装置 

・聴覚障害者用通信装置 

・聴覚障害者用情報受信装置 

・火災警報器 

・自動消火器 

知的障害 

・特殊マット 

・火災警報器 

・自動消火器 

・頭部保護帽 

・電磁調理器 

・特殊便器（身体障害児のみ） 

腎臓障害 ・透析液加温器  

呼吸器障害 
・電気式たん吸引機 

・ネブライザー 

・酸素ボンベ運搬車 

・人工咽頭 

膀胱・直腸・小腸

障害 

・ストーマ装具 

・収尿器 

 

視覚・聴覚障害 ・点字ディスプレイ  

脳原性運動機能

障害かつ意思表

示困難 

・紙おむつ  

医療保険におけ

る在宅療法を行

う者または人工

呼吸器装着者 

・動脈血中酸素飽和度測定器 

（パルスオキシメーター） 
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

  

身体障害者手帳（聴力障害）の交付の対象とならない程度（ただし、両耳の聴力レベルが各々30ｄＢ

以上）の聴覚障がいのある児童（18 歳未満）に対し、補聴器の助成を行います。世帯の所得に応じた

所得制限、助成額の制限があります。 

 

申請に必要な 

もの 

・医師の意見書 

※指定様式によるもの。指定様式は障がい福祉課にあります。 

・業者の見積書 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

給付品目 

・軽度、中等度難聴用補聴器（耳かけ型・ポケット型） 

・高度難聴用補聴器（耳かけ型・ポケット型） 

・重度難聴用補聴器（耳かけ型・ポケット型） 

・耳あな型補聴器（レディメイド・オーダーメイド） 

・ＦＭ補聴器   など 

※先に購入された場合の助成はありません。事前にご相談ください。 

 

 

資金の補助・貸付および住宅 

 

生活福祉資金の貸付 

生業費、住宅改修費、福祉用具購入費、就職支度費、技能習得費等に必要な資金の貸し付けを社会福祉

協議会で行っています。 

詳しい内容については 145～148 ページをご覧ください。 
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市営住宅の入居について 

 

【問い合わせ先】 ㈱シンコー 

（大村市営住宅及び共同施設指定管理者） TEL：20-7000 

【所在地】 大村市東三城町 9 番地２ ツルパレス１階 

 

◆市営住宅の入居（入居選考基準に適合する人） 

障がいのある方がおられ、現在住宅に困窮している世帯に対し、市営住宅の入居抽選を２倍の  

確率で優遇します。 

 

◆市営住宅の単身入居 

障がいのある方は、単身であっても入居できる場合があります。 

 

◆車いす向け住宅 

市営住宅の全体で、25 戸が対応しています。 

 

◆心身に障がいのある方の世帯は、入居の収入基準が一般世帯より緩和される場合があります。 

 

申請に必要な 

もの 

・住民票 

・収入を証明する書類 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・印かんほか 
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障害福祉サービス 

 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

障がいをお持ちの方はさまざまな障害福祉サービスを受けることができます。 

障害福祉サービスには、在宅や通所などで利用するサービスと入所施設で行うサービスがあります。  

給付の種類として「介護給付」「訓練等給付」「障害児通所給付」に大きく分けられており、障がい者が

「介護給付」を利用するには、障害支援区分認定が必要です。サービスの申請前に、障がい福祉課や相

談支援事業所等にご相談ください。 

対象者 

障がい者（18 歳以上） 

・身体障害者手帳をお持ちの方 

・療育手帳をお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（手帳をお持ちでない方でも対象となる場 

合があります。ご相談ください。） 

・難病患者等 

障がい児（18 歳未満） 

・障害者手帳をお持ちの方 

・特別児童扶養手当を受給している方 

・市から支援の必要性が認められた方 

利用料 原則１割負担 ※世帯の所得に応じて、月額上限があります。 

申請に必要な 

もの 

・障害福祉サービス申請書（障がい福祉課窓口やホームページに様式があります） 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、個人番号（マイナンバー）

が確認できるもの 

・印かん（朱肉を使用するもの）など 

 

計画相談支援 

障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する際に、サービスの利用に関する意向や、心身の状況、環

境などにより、支給決定前に「サービス等利用計画案」または「障害児通所支援利用計画案」を相談支

援専門員が作成することが、原則として全ての利用者に適用されます。 

サービスの名称 内  容 

計画相談支援 

（※利用料はかかりません） 

障がい者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用

に向けて、サービス等利用計画の作成や、一定期間ごとの

モニタリングを行います。 
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訪問・通所サービス 

 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

在宅で訪問を受けて利用したり、通所などで利用するサービスです。 

給付の種類 サービスの名称 内 容 

介護給付 

居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介護をします。 

重度訪問介護 
重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅での入浴

や排せつ、食事などの介護や外出時の移動の補助をします。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に

つき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必

要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつおよび食

事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援

助を適切かつ効果的に行います。 

行動援護 

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で、常に介護が 

必要な人に、行動する時に必要な援護や外出時の移動の介護

などをします。 

短期入所 

（ショートステイ） 

家で介護を行う人が病気などで介護できない場合に、短期間

施設へ入所できます。 

重度障害者等包括支援 

常に介護が必要な人の中でも、介護が必要な程度が非常に高

いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを

包括的に提供します。 

障害児通所給付 

児童発達支援 
療育が必要な未就学の障がい児に、日常生活の基本的な動作

の指導や、集団生活への適応訓練などを行います。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下

での支援が必要な障がい児に、児童発達支援及び治療を行い

ます。 

放課後等デイサービス 
就学している障がい児に生活能力向上のための訓練などを

行います。 

保育所等訪問支援 
集団生活を営む施設に通う障がい児に、障がい児以外の児童

との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 
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日中活動支援 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。 

給付の種類 サービスの名称 内  容 

介護給付 

療養介護 

医療の必要な障がい者で、常に介護が必要な人に、医療機関

において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護やお世話を

します。 

生活介護 
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や

創作的活動などの機会を提供します。 

訓練等給付 

自立訓練 

自立した日常生活や、社会生活ができるよう、一定の期間に

おける身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をし

ます。 

就労移行支援 

就労を希望する人で、一般企業等に雇用されることが見込ま

れる者に対して、一定の期間における生産活動や、その他の

活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練等の支援

を行います。 

就労継続支援 

現時点では一般企業等で雇用されることが困難な人に、就労

の機会の提供や生産活動その他の活動機会の提供、知識や能

力の向上のための訓練等の支援を行います。 

就労定着支援 
一般企業に就職した人の就労の継続を図るため、関係機関と

連絡調整を行うとともに、必要な相談助言を行います。 

自立生活援助 
居宅における自立した生活を営む上での各般の問題につき、

定期的な訪問を行い、環境整備に必要な援助を行います。 

居住支援 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

入所・入居施設など、居住の場におけるサービスを行います。 

給付の種類 サービスの名称 内  容 

介護給付 施設入所支援 
施設に入所する人に、主に夜間に入浴や排せつ、食事の介

護などをします。 

訓練等給付 
共同生活援助 

（グループホーム） 

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や、日常生

活上の援助をします。 
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地域相談支援 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するサービスです。 

サービスの名称 内  容 

地域移行支援 

障害者支援施設、救護施設、更生施設、刑務所、少年刑務

所、拘置所、少年院、更生保護施設に入所している障がい

者又は精神科病院に入院している精神障がい者が、退所・

退院し、地域で生活するための相談や住居の確保などの支

援を行います。 

※申請する場合は、施設の管理者又は病院のケースワーカ

ーと事前に相談してください。 

地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がい者が、安定した地域

生活を送れるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態

等に対して訪問や支援等を行います。 
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医療費の助成 

障害者医療 

 

【問い合わせ先】 福祉総務課 TEL：53-4111 

【所在地】 大村市玖島１丁目 25 番地         （内線 156） 

 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL： 20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

障がい者の経済的負担を軽減し、安心して病院などでの受診ができるよう、病気やけがにかかる医療費 

の一部を助成します。                           

      （令和2年4月1日） 

対象者 

・身体障害者手帳をお持ちの方 

・療育手帳をお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

ただし、健康保険に加入している方に限ります。 

※手帳の種類・等級によって、助成の内容が異なります。 

助成内容 

病院等で支払った健康保険適用の医療費から、自己負担額（診療日数 × 800 円  

上限 1,600 円）を差し引いた後、助成割合（障害の程度、世帯の課税状況により 

異なります。）を乗じた額を支給します。 

 

※調剤薬局については、自己負担額の差し引きはありません。 

※高額医療費や附加給付金の対象となる場合は、その分を差し引きます。 

 

助成金額＝（保険診療一部負担金※1－高額療養費 － 附加給付金 － 自己負担額） 

×助成割合 

※１ 病院や調剤薬局で支払った金額 

申請に必要な

もの 

（必ず用意するもの） 

・健康保険証 

・預金通帳 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

・身体障害者手帳、療育手帳または 

 精神障害者保健福祉手帳 

（世帯の状況に応じて必要なもの） 

・所得証明書（所得控除額が記載されたもの） 

・住民税課税証明書 
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自立支援医療（更生医療） 

 【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL： 20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

身体に障がいのある方（18 歳以上）が手術によって障がいを除去・軽減することで、日常生活を容易

にすることが可能な場合に、その医療費を助成します。 

※所得制限があります。※緊急な場合を除いて事前申請です。治療開始日・入院日の前に申請を行ってください。 

対象者 
身体障害者手帳をお持ちの方（18 歳以上） 

※18 歳未満の児童は「育成医療」（41 ページ）の対象となります。 

助成内容 
医療費の 1 割が自己負担となります。 

ただし、世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担上限額が定めてあります。 

対象となる医療 

・視覚障害（角膜移植、水晶体摘出術など） 

・聴覚障害（人工内耳、外耳道形成術など） 

・音声・言語・そしゃく機能障害（口腔に関する医療） 

・肢体不自由（人工関節置換術など） 

・腎機能障害（人工透析療法、腎臓移植及び移植後の抗免疫療法など） 

・心臓機能障害（弁形成、冠動脈バイパス、ペースメーカー埋込術など） 

・小腸機能障害（中心静脈栄養法） 

・免疫機能障害（抗ＨＩＶ療法、免疫調整療法など） 

・肝臓機能障害（肝臓移植および移植後の抗免疫療法など） 

申請に必要な 

もの 

・申請書    ※指定様式によるもの。様式は障がい福祉課にあります。 

・医師の意見書 ※指定様式によるもの。様式は障がい福祉課にあります。 

※指定医療機関の担当医師に作成してもらってください。 

・身体障害者手帳（写し） 

・特定疾病療養受領証（写し）※人口透析療法を受けている方 

・健康保険証（写し） 

社会保険の場合：申請される方の分。（被扶養者は、被保険者の分も必要） 

国民健康保険及び後期高齢の場合：加入者全員分が必要です。 

・マイナンバーがわかるもの（同一保険に加入している世帯員全員分） 

※住民税非課税世帯の場合は、年金証書、年金振込通知など所得がわかるもの 

・印かん（朱肉を使用するもの） 
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自立支援医療（精神通院医療） 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL： 20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

精神疾患により、精神科などで通院治療を受ける場合に医療費の助成があります。 

「指定自立支援医療機関」での通院治療が対象となります。 

※所得制限があります。 

対象者 精神疾患により、精神科などで通院治療を受けている方 

助成内容 

医療費の 1 割が自己負担となります。 

ただし、世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担上限額が定めてあります。 

※入院医療の費用・公的医療保険の対象とならない治療や投薬の費用（病院や診療所以外での

カウンセリングなど）・精神疾患と関係のない医療費は助成の対象とはなりません。 

受給者証に 

ついて 

有効期限があります（原則として１年）。 

１年毎に更新手続きが必要です。 

申請に必要な

もの 

・申請書 

※指定様式によるもの。様式は障がい福祉課にあります。 

・自立支援医療用診断書 

※指定様式によるもの。様式は障がい福祉課にあります。 

※かかりつけの指定医療機関で書いてもらってください。 

・健康保険証（写し） 

社会保険の場合：申請される方の分。（被扶養者は、被保険者の分も必要） 

国民健康保険及び後期高齢の場合：加入者全員分が必要です。 

・マイナンバーがわかるもの（同一保険に加入している世帯員全員分） 

※住民税非課税世帯の場合は、年金振込通知など年金受給額がわかるもの 

・病院および薬局がわかるもの（診察券や薬局の袋など名称と所在地がわかるもの） 

・印かん（朱肉を使用するもの） 
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自立支援医療（育成医療） 

 【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL： 20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

身体に障がいがあるか、将来に障がいを残すおそれのある病気の児童に対する、医療費の負担を軽減す

るものです。 

この給付の対象となるのは指定医療機関における治療です。医療機関窓口での自己負担が原則として 

医療費の１割となります。所得により１か月当たりの自己負担上限額が設定されます。 

※緊急な場合を除いて事前申請です。治療開始日・入院日の前に申請を行ってください。 

対象者 
身体に障がいがあるか、現存する病気を放置すると将来に障がいが残ると認められ、

手術などにより確実な治療効果が期待できると認められた１８歳未満の児童 

申請に必要な

もの 

・申請書 

・保護者の同意書 

※指定様式によるもの。指定様式は障がい福祉課にあります。 

・医師の意見書 

※指定様式によるもの。様式は障がい福祉課にあります。 

※指定医療機関の担当医師に作成してもらってください。 

・健康保険証（写し） 

社会保険の場合：申請される児童の分。（被扶養者は、被保険者の分も必要） 

国民健康保険の場合：加入者全員分が必要です。 

・マイナンバーがわかるもの（同一保険に加入している世帯員全員分） 

※住民税非課税の場合：保護者それぞれの所得証明も必要です。 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

 

県内の主な指定医療機関 

長崎大学病院 
長崎みなとメディ

カルセンター 

長崎県立こども医療福祉

センター 

国立病院機構長崎医療

センター 

※県外の指定医療機関での治療も対象となりますので、お問い合わせください。 
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身体障がい者・難病患者向け支援 

移動支援  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

1 人での外出が困難な障がい者（児）の、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のた

めの外出を支援します。（ただし、通勤、通院、通学など長期にわたる外出や経済活動やギャンブルな

ど社会通念上適当でない外出は除く）1 日の範囲内での外出が原則です。 

対象者 

・身体障害者手帳をお持ちの方（ただし、肢体不自由の 1 級で、かつ両上下肢に障

がいを有すること） 

・療育手帳をお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 など 

利用料 
医療費の 1 割が自己負担となります。 

ただし、世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担上限額が定めてあります。 

申請に必要な

もの 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳（持っているものすべて） 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

※介護保険等、他法のサービスの利用が適当な場合はそちらが優先されます。 

日中一時支援  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

障がい者（児）の日中における活動場所を確保し、また、障がい者等家族の就労支援及び一時的な介護

負担軽減を目的とし障がい者（児）を預かるサービスです。 

※障害支援区分の調査が必要な場合があります。 

対象者 

・身体障害者手帳をお持ちの方 

・療育手帳をお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

・障がい児において、サービスの利用が市に適当と認められた方 など 

利用料 
医療費の 1 割が自己負担となります。 

ただし、世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担上限額が定めてあります。 

申請に必要な

もの 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳（持っているものすべて） 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

※介護保険等、他法のサービスの利用が適当な場合はそちらが優先されます。 
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訪問入浴  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

健康状態は入浴可能であるが、重度の障がいのため、家庭において入浴が困難な方に訪問入浴車を派遣

します。 

利用料 
医療費の 1 割が自己負担となります。 

ただし、世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担上限額が定めてあります。 

申請に必要な

もの 

・身体障害者手帳 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

※介護保険の認定を受けている方は、介護サービスの適用が優先されます。 
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車いすの貸出  

【問い合わせ先】 大村市社会福祉協議会 TEL：53-1351 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）3 階 

 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

【問い合わせ先】 福祉総務課 TEL：53-4111 

【所在地】 大村市玖島１丁目 25 番地    （内線 151・157） 

 

歩行困難な方が、外出などの理由で車いすを必要とする場合に、大村市総合福祉センターと大村市役所で

車いすを無料で貸し出します。 

貸出窓口 貸出期間 

大村市総合福祉センター １か月以内 

障がい福祉課 
１週間以内 

福祉総務課 

 

自動車の駐車禁止措置の緩和 

【問い合わせ先】 大村警察署 TEL：54-0110 

【所在地】 大村市森園町 34 番地 5 

 

身体に一定の障がいのある方が運転する自動車は、公安委員会の指定する駐車禁止区域内の駐車が認め

られます。 

対象者 

身体障害者手帳をお持ちの方 

・上肢（１級・２級） 

・下肢（４級以上） 

・体幹機能（３級以上） 

・内臓機能（３級以上） 

・免疫機能障害（３級以上）など 

※その他細かな区分があります。 

申請に必要な

もの 

・運転免許証 

・身体障害者手帳 

・印かんなど 
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パーキング・パーミット制度 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

障がいやけが、妊娠などで歩行が困難な方に対し、身体障がい者用駐車場の利用証を交付します。 

妊産婦の方へのパーキング・パーミットの交付は、こども家庭課でも行っています。 

対象者 

・身体障害者手帳をお持ちの方 

視覚（１～4 級）、平衡機能（3 級、5 級） 

心臓・腎臓等障害（1～4 級） 

肢体不自由 上肢（１級～２級）、下肢（１～６級）、体幹（1 級～5 級） 

脳原性 上肢（1 級～2 級）、移動（１級～6 級） 

・高齢者 要介護１以上 

・難病者 特定疾患医療受給者 

・療育手帳をお持ちの方 A１、Ａ２ 

・妊産婦 出産予定日の 16 週間前～産後３カ月  

・けが人 

申請に必要な

もの 

・利用申請書（窓口に指定様式があります） 

・確認書類（下記のいずれかをお持ちください） 

身体障がい者…身体障害者手帳 

高齢者…介護保険証被保険者証 

難病患者…特定疾患医療受給者証 

知的障がい者…療育手帳 

 妊産婦…親子健康手帳または母子健康手帳 

 けが人…診断書（様式は任意。杖や車いすの使用期間が確認できるもの） 

ヘルプマーク・ヘルプカード 

 

 

 

 

ヘルプマークは、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい人が身につけることで、

周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。 

ヘルプカードは、氏名、住所、必要とする支援内容など、伝えたい情報を記入し、財布などに入れて

所持できるカードです。 

いずれも障がい福祉課、福祉総務課、こども家庭課で配布しています。 

ヘルプマークの交付には申請が必要ですが、障害者手帳をお持ちでなくても交付可能 

ですので、希望される方は窓口でお知らせください。 

 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 
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視覚・聴覚障がい者向け支援 

声の市政だより  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

視覚に障がいをお持ちで、希望される方に、「広報おおむら」（月 1 回発行）の音訳ＣＤ又は音訳 

カセットテープの配布を行っています。 

公文書の点字表記サービス  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

視覚に障がいをお持ちの方で、希望される方に、税金、上・下水料金の納付書等の公文書について、 

点字による表記サービスを行っています。 

手話通訳相談員の配置  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

聴覚に障がいをお持ちの方の各種相談に応じ、手話通訳や必要な指導助言を行うため、福祉総務課と 

障がい福祉課に手話通訳相談員を配置しています。 

要約筆記者の派遣  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２ 

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

公的機関や、医療機関または事業所等に行く必要があるときなど、障がいにより円滑な意志の疎通が得

られないときに要約筆記者を派遣します。 

対象者 聴覚や言葉に障がいをお持ちの方 

申請に必要な

もの 
身体障害者手帳 
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手話奉仕員の派遣  

 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

【問い合わせ先】 福祉総務課 TEL：53-4111 

【所在地】 大村市玖島１丁目 25 番地    （内線 151・157） 

 

公的機関や、医療機関または事業所等に行く必要があるときなど、障がいにより円滑な意志の疎通が得

られないときに手話奉仕員を派遣します。 

対象者 聴覚や言葉に障がいをお持ちの方 

申請に必要な

もの 
身体障害者手帳 

 

 

 

耳とことばの相談 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２ 

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）2 階 

 

耳とことばの障がいのある方に対して、専門家による適切な指導訓練、聴力検査、補聴器やことばに 

関する相談、身体障害者手帳および補聴器の申請、軽度・中等度難聴児補聴器に関する相談を行います。 

開催日時 

第３土曜日 13：00 ～ 15：00  

※変更となる場合があります。事前にお問い合わせいただくか、広報紙などで確認してくだ

さい。 

場所 大村市本町 458 番地２ 中心市街地複合ビル（プラットおおむら）4 階 

申請に必要な

もの 

印かん（朱肉を使用するもの） 

※身体障害者手帳をお持ちの方は、ご持参ください。 
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音声機能障がい者向け支援 

 

音声機能障がい者の発声訓練 

【問い合わせ先】 国立病院機構 長崎医療センター 

５B 病棟耳鼻咽喉科（声友会） TEL：53-3121 

【所在地】 大村市久原 2 丁目 1001 番地 1  

 

咽頭摘出の手術により音声機能を失った人を対象として、食道発声や道具を使った発声訓練などを行い

ます。 

開催日時 第１・第３水曜日 13：30 ～ 16：00 

場所 
国立病院機構 長崎医療センター 

入院棟５階 ５Ｂ病棟 カンファレンス室 
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交通費の助成・割引 

 

一人では外出困難な心身に障がいのある方が、容易に外出できるように、タクシー料金の一部または 

ガソリン代の一部を助成します。 

 

福祉タクシー券の支給  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：２0-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

心身障がい者が容易に外出できるようにタクシー料金の一部を助成します。 

※450 円の券を 48 枚交付します。詳しくはホームページまたは障がい福祉課へお尋ねください。 

対象者 

・身体障害者手帳の肢体不自由の個別等級が 1 級又は 2 級で、常時車いすを利用

している方 

・視覚障害１級で、所得税非課税世帯の方 

※原則、視覚障がい者のみの世帯の方または日中の介護者がいない方 

・療育手帳をお持ちの方 

申請に必要な

もの 

・身体障害者手帳（写し不可） 

・療育手帳（写し不可） 

 

 

福祉ガソリン券の支給  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

心身に障がいのある方で、自動車税の免除を受けられる方が、自家用車を利用して容易に外出できる 

ように、ガソリン代の一部を助成します。 

※1,000 円の券を 5 枚交付します。詳しくはホームページまたは障がい福祉課へお尋ねください。 

対象者 

※右の３つのいず

れかに該当し、か

つ自動車税の免除

資格を有する方 

・身体障害者手帳の肢体不自由の個別等級が 1 級又は 2 級で、常時車いすを利用

している方 

・視覚障害１級で、所得税非課税世帯の方 

※原則、視覚障がい者のみの世帯の方または日中の介護者がいない方  

・療育手帳をお持ちの方（Ａ１・Ａ２のみです） 

申請に必要な

もの 

・身体障害者手帳（写し不可） 

・療育手帳（写し不可） 

・車検証など  
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タクシー料金の割引 

【問い合わせ先】 各タクシー会社 

  

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は 10％の割引を受けられます。

タクシーを利用する際に、該当する手帳を提示してください。回数制限はありません。 

 

 

JR 鉄道運賃の割引 

【問い合わせ先】 JR 各駅 

  

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、および一部の介護者は半額の割引を受けられます。 

切符を購入する際に、ＪＲ窓口で身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。 

乗車する時にも必ず手帳をお持ちください。 

※手帳の種類、乗車距離等により適用されない場合があります。 

 

 

航空運賃の割引 

【問い合わせ先】 各航空会社 

  

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および一部の介護者には割引が

適用される場合があります。 

 

 

船舶運賃の割引  

【問い合わせ先】 各船舶会社 

  

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳および一部の介護者には割引が適用される場合

があります。 

※ご利用の際は、割引の対象となるかどうか各船舶会社にご確認ください。 
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バス運賃の割引  

【問い合わせ先】 各バス会社 

  

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および一部の介護者は半額の

割引を受けられます。利用の際は該当する手帳を提示してください。 

※割引運賃の 10 円未満の端数は切り上げとなります。 

有料道路の割引  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、有料道路を利用する場合に 50％以内の割引が受けら

れます。 

※事前に車両登録等の手続きが必要です。 

※他の割引制度との併用はできません。 

※車は個人名義のものに限ります。法人名義の車、事業用の車、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自家用

車、車検・修理時の代車等は割引対象外です。 

対象者 

・身体障害者手帳をお持ちの方 

・療育手帳（対象は A1・A２のみ）をお持ちの方 

※第１種障害者 …… 本人または家族が運転する場合に限ります。 

※第２種障害者 …… 本人が運転する場合に限ります。 

申請に必要な

もの 

・運転免許証（障がい者本人が運転する場合のみ） 

・車検証または軽自動車届出済み証（原本） 

・身体障害者手帳または療育手帳（コピーは不可） 

・ＥＴＣカード 

※障がい者本人名義、未成年の場合は親権者名義のもの     ＥＴＣを利用する 

・ＥＴＣ車載器管理番号が確認できるもの            場合 

・障がい者本人と車の所有者の関係確認のため、戸籍謄本（写し）を求めたり、 

リース契約をされている方はリース契約書の呈示をお願いする場合があります。 

対象者 

障害者手帳をお持ちの方 

・身体障害第１種 …………… 本人と介護人１人 

・身体障害第２種 …………… 本人のみ 

・知的障害 Ａ１・Ａ２ …… 本人と介護人１人 

・知的障害 Ｂ１・Ｂ２ …… 本人のみ 

・精神障害 １級 …………… 本人と介護人１人 

・精神障害 ２級・3 級 …… 本人のみ 
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自動車に関係する援助 

自動車の改造費助成 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

上肢や下肢または体幹機能に重度の障がいのある方で、自動車の操行装置および駆動装置の一部を改造

するのに要する経費について、10 万円を限度として助成します。ただし、障がいのある方本人が所有

し、運転する自動車に限ります。 

対象者 

・市内に住所を有する方 

・身体障害者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が「上肢、下肢または体幹機能障

害の１級または２級」の方 

※所得制限があります。 

※助成金の交付を受けたことがある方は、直近の助成金の交付決定の日から 6 年を経過して

いること。 

申請に必要な 

もの 

・運転免許証 

・改造見積書 

・所得証明書（必要な場合のみ） 

・身体障害者手帳 

・車検証（写し） 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

自動車運転免許取得の助成 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

社会活動（就労または就学が見込まれる等）の必要から自動車運転免許の取得を希望する方に、教習料

の 3 分の２（10 万円を限度として）を助成します。 ※必ず事前に申請してください。 

対象者 

・60 歳未満で、身体障害者手帳の等級が１～４級の方 

・市内に住所を有する方、または就学もしくは施設入所のため市外居住している方 

で出身世帯が市内にある方 

・前年の所得税が 14 万円以下の世帯に属する方 

申請に必要な 

もの 

・身体障害者手帳 

・世帯全員の前年の所得税所得証明書またはこれに代わる書類（必要な場合のみ） 

・教習費用等の見積書 

・運転適性相談結果票（内部障害の場合は否発行のため不要） 

・印かん（朱肉を使用するもの）   

※この他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 
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税金の控除・減免 

 

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や、その扶養者には税金の控除

や減免があります。障がいの等級により「特別障害者」と「障害者」に分けられます。             

※上記の手帳以外でも該当する場合があります。詳しくは税務署にお尋ねください。 

 

所得税の控除  

【問い合わせ先】 諫早税務署 TEL：22-1370 

【所在地】 諫早市永昌東町 25 番 45 号 

 

本人に障がいがある場合、または障がいのある方を扶養している場合に、所得税の控除が受けられます。 

障がいのある方１人につき、次の額を所得の課税対象額から控除します。 

対象者 控除額 

特別障害者 40 万円 ※同居特別障害者の場合は 75 万円 

障害者 27 万円 

申請に必要な 

もの 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・その他、障がいの程度を示す証明書 

※同居特別障害者：特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、「納税者」又は「納税者の配偶者」もしくは

「納税者と生計を一にする親族」と常に同居している方 

 

 

 

 

 

 

 

特別障害者 ・身体障害者手帳１級・２級 

・療育手帳 A１・A２ 

・精神障害者保健福祉手帳１級など※ 

障害者 ・身体障害者手帳３級～６級 

・療育手帳 B１・B２ 

・精神障害者保健福祉手帳 2 級・３級など※ 
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市・県民税の控除  

【問い合わせ先】 税務課市民税グループ   TEL：53-4111 

【所在地】 大村市玖島１丁目 25 番地    内線（122～124） 

 

本人に障がいがある場合、または障がいのある人や障がいのある児童を扶養している場合に、市・県民

税の控除が受けられます。障がいのある方１人につき、次の額を所得から控除します。 

対象者 控除額 

特別障害者 30 万円 ※同居特別障害者の場合は 53 万円 

障害者 26 万円 

※同居特別障害者：特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、「納税者」又は「納税者の配偶者」もしくは

「納税者と生計を一にする親族」と常に同居している方 

 

相続税の障害者控除  

【問い合わせ先】 諫早税務署 TEL：22-1370 

【所在地】 諫早市永昌東町 25 番 45 号 

 

障がいのある 85 歳未満の方が財産を相続される場合、相続税額から次の算式によって控除されます。 

対象者 控除額 

特別障害者 （85 歳 – 現年齢） × 20 万円※ 

障害者 （85 歳 – 現年齢） × 10 万円※ 

※平成 26 年 12月 31 日以前の相続開始の場合は、1 年につき 6 万円（特別障害者の場合は、1 年につき 12 万

円）になります。  

 

贈与税の非課税  

【問い合わせ先】 諫早税務署 TEL：22-1370 

【所在地】 諫早市永昌東町 25 番 45 号 

 

特別障害者を受益者とする財産（金銭・有価証券・その他）の信託があったときは、その信託受益権の

価格のうち 6,000 万円までは贈与税がかかりません。 

この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を

通じて税務署長に提出してください。 
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自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税（種別割）

の減免 

 

【問い合わせ先】 自動車税種別割および自動車

税環境性能割 

県央振興局税務部 TEL：22-0508 

 

【問い合わせ先】 軽自動車税 税務課市民税グループ TEL：53-4111 

   （内線 116・117） 

 

一定の障がいを持った方、障がいのある人と生計を一にする方が、もっぱら障がいのある方などの通学、

通院、通所または生業のために利用する自家用自動車を対象として税金が減免されます。 

減免できる自動車は、1 人の身体障がい者について 1 台に限ります。（軽自動車を含む。） 

※事業用の自動車（緑ナンバーおよび黒ナンバー）は対象になりません。 

申請に必要な

もの 

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 

・運転免許証 

・車検証 

・印かん（朱肉を使用するもの） 

・マイナンバーがわかるもの 

※ただし、運転者によって必要なものが違いますので、詳しくは【問い合わせ先】までお問い合わせください。 
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さまざまな利用料の割引と免除 

NHK 放送受信料の免除 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

障がいをもった方がいる世帯に対し、受信料が次のとおり免除されます。 

全額免除 世帯構成員全員が市民税非課税の場合 

半額免除 

次に該当する方が、世帯主で受信契約者の場合 

・身体障害者手帳１級、または２級をお持ちの方 

※視覚障がい者または聴覚障がい者は１～６級 

・療育手帳の A１または A２をお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方 

申請に必要な

もの 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・印かん（朱肉を使用するもの）    

※大村市役所福祉総務課でも申請できます。（TEL： 53-4111） 

 

電話番号案内料の免除 

【問い合わせ先】 NTT 各支店・営業窓口 

 TEL：フリーダイヤル 0120-104174 

 

一定の障がいを持った方は、電話番号案内の際にかかる案内料が免除されます。ただし、おおむね 5 年

毎に更新が必要です。※郵送での申込みになります。詳しくは【問い合わせ先】におたずねください。 

対象者 

・身体障害者手帳（視覚障害１～６級 肢体不自由１～２級） 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・戦傷病者手帳 

（視力障害：特別項症～第６項症 上肢障害：特別項症～第２項症） 

申請に必要なもの 

 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・戦傷病者手帳 

・印かん（朱肉を使用するもの） 
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携帯電話基本料金・通話料金の割引 

【問い合わせ先】 各携帯電話販売店 

  

 

障害者手帳をお持ちの方に携帯電話の基本料金および通信料などの割引があります。 

各携帯電話会社によって割引の内容が異なります。 

対象者 

障害者手帳をお持ちの方 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

 

 

 

大村市民プールおよび屋内プール利用料の割引  

【問い合わせ先】 屋内プール TEL：52-2322（12:00～21:00） 

 市民プール（夏期開園期間のみ） TEL：54-5842（10:00～18:00） 

 

 

障害者手帳をお持ちの方は市民プール、屋内プールの利用料が割引となります。 

対象者 

障害者手帳をお持ちの方 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

利用方法 施設を利用する時に手帳を掲示してください。 
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「シーハットおおむら」トレーニングルームの利用料免除  

【問い合わせ先】 大村市振興公社 （※指定管理者） TEL：20-7200 

 

障害者手帳をお持ちの方は「シーハットおおむら」のトレーニングルーム利用料が免除されます。 

対象者 

障害者手帳をお持ちの方で各トレーニング機器を安全に利用できる方 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

※体調不良が認められる方は除きます。 

利用方法 

事前に登録講習会を受けてください。 

利用にあたっては予約が必要です。また、利用時には付添い人が必要になる場合

もあります。 

※場合によっては登録や利用をお断りする場合があります。 

 

 

 

各種入場料の割引 

【問い合わせ先】 各利用施設にお問い合わせください 

 

観光施設などによっては、障害者手帳をお持ちの方は入場料割引を受けられます。 

対象となる手帳は各施設によって異なります。 
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選挙 

 

郵便投票  

【問い合わせ先】 選挙管理委員会 TEL： 53-4111 

   【所在地】 大村市玖島 1 丁目 25 番地       （内線 341） 

 

一定の障がいのある有権者の方については、郵便による不在者投票ができます。 

対象者 

・身体障害者手帳をお持ちの方で次に該当する方 

両下肢、体幹、移動機能の障がいの１級または２級 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいの１級または３級 

免疫、肝臓の障がいの１級から３級まで 

・戦傷病者手帳をお持ちの方で次に該当する方 

  両下肢・体幹の障がいの特別項症から第２項症まで 

  心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいの特別項症か

ら第３項症まで 

・介護保険法第 12 条第 3 項の被保険者証の要介護区分が「5」の方 

申請に必要な 

もの 

・身体障害者手帳 

・戦傷病者手帳 

・介護保険の被保険者証 

 

 

 

代理投票・点字投票  

【問い合わせ先】 選挙管理委員会 TEL：53-4111 

【所在地】 大村市玖島 1 丁目 25 番地       （内線 341） 

 

身体の障がいで、投票用紙に候補者の氏名等を書くことが困難な方は、投票事務従事者が本人に代わっ

て行う「代理投票」が利用できますので、投票所で申し出てください。 

視覚に障がいのある方は点字投票を利用することができます。投票所で申し出てください。 
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身体・知的・精神障がい者相談員の設置  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

障がいをお持ちの方や、そのご家族の方の相談をお受けします。お気軽にご相談ください。 

身体障がいや知的障がい、精神障がいなど障がいの種類によって、相談員が任命されています（任期は

３年間）。相談員の連絡先については、障がい福祉課までお問い合わせください。 

 

手話通訳相談員の配置  

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

聴覚に障がいをお持ちの方の各種相談に応じ、手話通訳や必要な指導助言を行うため、福祉総務課と 

障がい福祉課に手話通訳相談員を配置しています。 

 

耳とことばの相談 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：20-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

耳とことばの障がいのある方に対して、専門家による適切な指導訓練、聴力検査、補聴器やことばに 

関する相談、身体障害者手帳および補聴器の申請、軽度・中等度難聴児補聴器に関する相談を行います。 

開催日時 

第３土曜日 13：00 ～ 15：00 

※変更となる場合があります。事前にお問い合わせいただくか、広報誌などで確認してくだ

さい。 

場所 大村市本町 458 番地２ 中心市街地複合ビル（プラットおおむら）4 階 

申請に必要な

もの 

印かん（朱肉を使用するもの） 

※身体障害者手帳をお持ちの方は、ご持参ください。 

 

   

3. 障がい者（児）の相談窓口・地域活動支援等施設 
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地域生活支援センター「ラフ・ラム」 

【問い合わせ先】 地域生活支援センター ラフ・ラム 
TEL：52-9974 

      52-0690 

【所在地】 大村市本町 458 番地 2  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）３階  

 

地域で生活する障がいをお持ちの方々が、地域の中でできるだけ自立し、生きがいのある生活を送れる

よう様々な支援を行います。 

日常的な相談への対応や、地域交流活動などを行うことにより、社会復帰と自立および社会参加の促進

を図っています。必要に応じて、直接訪問してお話を伺います。 

 

 

地域活動支援センター 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 TEL：52-7306 

【所在地】 大村市本町４５８番地２  

中心市街地複合ビル（プラットおおむら）２階 

 

障がいのある方で一般事業所の就労が困難な方が、地域社会の理解と協力を得ながら、作業やグループ

活動を行い、豊かな社会生活を送れるよう支援します。 

施 設 名 所 在 地  電話番号 

アトリエぽれぽれ 大村市本町 413 番地 2 ５３－５５２１ 

地域活動支援センター「ラフ・ラム」 大村市本町 458 番地 2 ５２－０６９０ 

 

 

大村市療育支援センター 「ステップ」 

【問い合わせ先】 療育支援センター ステップ TEL：53-8200 

【所在地】 大村市西三城町 138 番地  

 

心身の発達に援助が必要な就学前の児童に対し、個々の発達の程度に合わせて、親子通園による集団療

育を行います。 

親子で楽しく触れ合う経験を増やすことにより、身体全体の発達を促すことや、基礎的認知力を高める

遊びを行うことで、コミュニケーション能力の向上をはかります。 
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障がい者用補装具の契約業者 

 

障がい者用補装具の契約業者 

事業者名 郵便番号 住所 電話番号 取り扱い品目 

株式会社無限工房 854-0007 諫早市目代町 705-16 0957-22-6640 
車椅子・電動車椅子・座位保持
装置・歩行器  ほか 

九州リオン株式会社 812-0039 福岡市博多区冷泉町 5-18 092-281-5361 補聴器 

株式会社新和メディ
カル 843-0023 

佐賀県武雄市武雄町昭和
109 

0954-23-3605 
電動車椅子・車椅子・歩行器・
杖 ほか 

有限会社有薗順博製
作所 857-0032 佐世保市宮田町 7-6 0956-22-7624 

義手・義足・装具・杖・補聴器・
車椅子・電動車椅子・全種目 

協和義肢製作所 852-8114 長崎市橋口町 21-12 095-846-0156 
眼鏡・義眼・人口咽頭・点字を
除く全種目 

有限会社大分タキ 874-0011 
大分県別府市大字内竃字
中無田 1392-2 

0977-67-6538 
車椅子・電動車椅子・歩行器・
座位保持装置 ほか 

有限会社タキ商会 810-0001 
福岡市中央区天神 5 丁目
4-15 

092-721-0688 
車椅子・電動車椅子・歩行器・座位
保持装置 ほか 

合資会社仲野時計店 856-0831 大村市東本町 362 0957-52-2752  眼鏡、補聴器 

藤村薬品株式会社 851-0134 長崎市田中町 2022 095-837-8331  
ストマ用装具・車椅子・歩行車・収
尿器 ほか 

有限会社福視堂 850-0852 長崎市万屋町 3-21 095-826-9011 眼鏡・補聴器・杖 ほか 

山下医科器械株式会
社長崎中央営業所 856-0835 大村市久原 2 丁目 1186 0957-53-5101 

ストマ用装具・車椅子・電動車椅子・
杖 

有限会社長崎有薗義
肢製作所 852-8105 長崎市目覚町 13-7 0958-44-0278  

義肢・装具・車椅子・歩行器・杖   
ほか 

株式会社長崎かなえ 852-8102 長崎市坂本 1 丁目 6-10 095-845-6255 
義肢・装具・杖・補聴器・車椅子・
電動車椅子・座位保持装置 ほか 

松尾医療器株式会社 856-0023 大村市上諏訪町 900-1 0957-53-8787 
補聴器・ストマ用装具・車椅子・  
電動車椅子・杖 ほか 

有限会社阿南商会 869-2612 
熊本県阿蘇市一の宮町宮
地 4454-3 

0967-22-2704 
座位保持装置・車椅子・電動車椅子・
歩行器 ほか 

コクラヤ眼鏡店 850-0852 長崎市万屋町 1-26 095-825-2600 
眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・
光学品 

株式会社スズキ自販
長崎 851-2104 

西彼杵郡時津町野田郷
40-3 

095-882-2771 電動車椅子・車椅子・座位保持装置 

４．障がい者福祉関連施設・団体 

 

しょい 
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障がい者用補装具の契約業者 

事業者名 郵便番号 住所 電話番号 取り扱い品目 

県央プレイス 856-0813 大村市西大村本町 332 0957-54-8191 
義手・義足・車椅子・歩行補助具・
装具・盲人安全杖 

株式会社シロヤパリ
ガン 860-0079 

熊本市西区上熊本 2 丁目
6-7 

095-848-7314 
電動車椅子・車椅子・歩行器・歩行
補助杖 

株式会社長崎病協 852-8117 長崎市平野町 3-20 095-848-7312 
装具・杖・車椅子・電動車椅子・ス
トマ用装具 ほか 

株式会社シーズ 854-0007 諫早市目代町 705-16 0957-22-6350 
車椅子・電動車椅子・座位保持装置・
ストマ用装具 ほか 

有限会社高島義肢製
作所 

812-0543 
福岡市東区馬出 1 丁目
6-24 

092-651-0175 義肢・装具 

新和メディカル長崎
営業所 

859-3216 佐世保市勝海町 278-2 0956-76-8236 車椅子・電動車椅子 

麻生補聴器ホールデ
ィングス株式会社 850-0877 長崎市築町 3−18-1F 095-823-3723  補聴器 

アイフルケア 857-0851 佐世保市稲荷町 31-8 0956-33-3320 
電動車椅子・車椅子・歩行補助杖・
歩行器・盲人安全杖 

株式会社テクノ・スズ
タ 852-8116 長崎市平和町 24-14 095-848-5221 

電動車椅子・車椅子・歩行補助杖・
ストマ用装具・補聴器 ほか 

株式会社三城 
大村空港通り店 856-0817 大村市古賀島町 524-1 0957-53-6903 眼鏡・補聴器 

東亜産業株式会社パック
スメディカル事業部 849-1311 

佐賀県鹿島市大字高津原
675-2 

0954-63-5226 
車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行
補助杖・収尿器 

株式会社ニッショウ 850-0045 長崎市宝町 7-3 095-826-1754 
盲人用杖・電動車椅子・車椅子・装
具・座位保持装置 ほか 

株式会社カイダ 850-0024 長崎市大井手町 32 095-825-3438 
電動車椅子・車椅子・杖・歩行器・
ストマ用装具・頭部保護帽 ほか 

メガネのヨネザワ 
大村空港通り店 856-0812 大村市桜馬場 1丁目 440-1 0957-27-3588 

眼鏡、補聴器、コンタクトレンズほ
か 

有限会社三協車椅子
製作所 861-1102 熊本県合志市須屋 2126-5 096-288-2902 

車椅子・電動車椅子・歩行器・収尿
器・座位保持装置・杖 ほか 

有限会社おの義肢 811-1346 
福岡市南区老司 1 丁目
12-7 

092-565-1083 義肢・装具・ストマ用装具・杖 

株式会社サン コンタ
クトレンズ 604-0983 

京都市中央区麹屋町夷川
上ル通笹町 475 

092-481-2761 
 (福岡支店） コンタクトレンズ 

株式会社保健医療 
ビジネス九州支店 812-0013 

福岡市博多区博多駅東
2-2-27 

092-441-7140 ストマ用装具 
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障がい者用補装具の契約業者 

業者名 郵便番号 住所 電話番号 取り扱い品目 

有限会社アツザワ・プ
ロテーゼ九州 812-0011 

福岡市博多区博多駅前 4
丁目 31-1-8F 

092-475-5621 義眼 

日本ウイール･チェア
ー株式会社九州支店 806-0082  

北九州市八幡西区小嶺台
1 丁目 2-18 

093-613-2833 車椅子・電動車椅子・歩行器・座位
保持装置 ほか 

株式会社カムイ指定
福祉用具貸与事業所 859-3222 佐世保市広田 1丁目 32-26 0956-39-3332 車椅子・電動車椅子・盲人安全杖・

座位保持装置 ほか 

株式会社武田メガネ 810-0001 
福岡市中央区天神 4 丁目
3-30 

092-711-1011 眼鏡・補聴器 

株式会社エスティ・ 
コーポレーション 854-0096 諫早市下大渡野町 3-1 0957-25-5661 車椅子・電動車椅子・歩行補助杖・

装具・座位保持装置 ほか 

有限会社ツダメディ
カルサービス 850-0832 長崎市油屋町 1-12 095-820-1663  矯正眼鏡・遮光眼鏡・弱視眼鏡 ほ

か 

株式会社きさく工房 811-2101  
福岡県粕屋郡宇美町障子
岳南 5-10-11 

092-932-6320 座位保持装置・車椅子・電動車椅子
歩行器 ほか 

太陽シルバーサービス
株式会社長崎営業所 856-0844 大村市溝陸町 643-1 0957-49-6222 車椅子・歩行器・歩行補助杖 

株式会社有薗製作所 805-8538 
北九州市八幡東区東田
1-7-5 

093-661-1010 義肢・装具・座位保持装置・車椅子 
ほか 

株式会社ウエル・カム 
サポートセンター 530-0012  

大阪市北区芝田 2-2-12 
和光ビル内 

06-6377-0077 ストマ用具 ほか 

アサクラメガネ 160-0004 東京都新宿区四谷 1丁目 8 03-3357-2251 矯正眼鏡、遮光眼鏡ほか 

ニック株式会社福岡
営業所 811-0201 

福岡市東区三苫 5 丁目
4-30 

092-606-1303 車椅子・電動車椅子・座位保持装置 
ほか 

株式会社富士医科精
器長崎支店 852-8117 長崎市平野町 23-9 095-846-9500  装具・車椅子・電動車椅子・歩行器 

ほか 

長崎補聴器 850-0055 長崎市中町 1-29 095-823-6228 補聴器 

合資会社めがねのエ
イキ 854-0013 諫早市栄町 3-26 0957-22-0567 色眼鏡・矯正眼鏡 ほか 

有限会社ミカサヤ 859-2504 
南島原市口之津町丙
2083-1 

0957-86-3153  電動車椅子 ほか 

株式会社長崎ムトウ 850-0034 長崎市樺島町 9-28 095-823-1166 ストマ用装具 ほか 

戸上義肢製作所 854-0051 諫早市鷲崎町 497 0957-22-4491 義肢・装具・車椅子・杖 ほか 
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障がい者用補装具の契約業者 

事業者名 郵便番号 住所 電話番号 取り扱い品目 

ストマート福岡有限
会社 

812-0054 
福岡市東区馬出
1-31-13-204 

092-641-8921 ストマ用装具・収尿器 

有限会社九州ダイシ
ョウ 

850-0003 長崎市片渕 5 丁目 3-25 095-820-4590  車椅子・電動車椅子・歩行器・杖 

ハートケア 859-6409 
佐世保市世知原町中通
74-1 

0956-78-2280 車椅子・電動車椅子・歩行器 

有限会社ベストビジ
ョン 

850-0853 
長崎市浜町 8-13 仲見世
ビル 3F 

095-832-2288  コンタクトレンズ 

九州リオン株式会社リオ
ネットセンター諫早 

854-0025 諫早市八坂町 4-25 0957-22-334 補聴器 

九州リオン株式会社リオ
ネットセンター長崎 

850-0057 長崎市大黒町 7-18 095-826-1133 補聴器 

メガネの三光堂 859-3808  
東彼杵郡東彼杵町蔵本郷
1749-1 

0957-47-0801 眼鏡・補聴器 

田中補聴器研究所 856-0014 大村市田下町 1547-1 0957-54-8197 補聴器 

柏木商会 856-0820 大村市協和町 722-17 0957-54-8197  車椅子 

九州リオン株式会社リオ
ネットセンター佐世保 

857-0028 佐世保市八幡町 4-3 0956-24-8611 補聴器 

株式会社福岡補聴器 
センター   

810-0004 
福岡市中央区渡辺通
4-10-10 

092-781-1133 補聴器 

有限会社リハテック・ 
エフ 

854-0081 諫早市栄田町 22-35 0957-25-4530 
装具・座位保持装置・盲人安全つえ・
車椅子・電動車椅子・歩行器 ほか 

有限会社山陽ウィー
ル・チェア 

730-0832 
広島市中区江波東 1 丁目
3-26 

082-295-5977 
車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行
補助つえ 

有限会社石原産業長
崎営業所 

850-0854 
長崎市銀屋町 4-11 長崎ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ内 

095-829-5233 車椅子・電動車椅子 

メガネのフィット 
アイ 

850-0001 長崎市西山 2 丁目 7-10 095-826-3191 矯正眼鏡・遮光眼鏡・補聴器 

長崎ベルヒアリング
センター 

852-8023 長崎市若草町 4-25 095-841-7038 補聴器 

田中時計眼鏡店 853-0601 
五島市三井楽町濱ノ畔

1214 

0959-84-2218 補聴器 

ケイ・エム・サポート

株式会社 
850-0854 長崎市銀屋町 3-17 

095-811-5126 座位保持装置、盲人安全杖、車椅子、

電動車椅子 ほか 

株式会社メガネトッ

プ 眼鏡市場大村店 
856-0833 大村市片町 175-10 

0957-48-6758 眼鏡、補聴器 
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障がい者用補装具の契約業者 

事業者名 郵便番号 住所 電話番号 取り扱い品目 

株式会社エヴァ・ライ

フ ベストケア 大村 
856-0813 大村市西大村本町 689-4 0957-56-9970 

盲人安全杖、補聴器、車椅子、電動

車椅子、歩行器、歩行補助杖 ほか 

株式会社エヴァ・ライ

フ ベストケア 長崎 
851-0134 長崎市田中町 212-4 095-813-3395 

装具、座位保持装置、盲人安全杖、

車椅子、電動車椅子、歩行器 ほか 

グット・リンク諫早 854-0081 諫早市栄田町 14-13 0957-49-8155 
座位保持装置、盲人安全杖、車椅子、

電動車椅子、歩行器ほか 

グット・リンク大村 856-0024 大村市諏訪 2 丁目 526-1 0957-49-5111 
装具、座位保持装置、盲人安全杖、

車椅子、電動車椅子、歩行器 ほか 

有限会社アップヒル 

メガネ本舗 大村店 
856-0820 大村市協和町 1684-1 0957-48-5707 

眼鏡、補聴器 

田中補聴研究所 856-0014 大村市田下町 1547-1 0957-54-8197 
補聴器 

リオネットセンター

大村 
856-0027 大村市植松 2 丁目 739-5 0957-46-3382  

補聴器 

株式会社西九州パリ

ガン 
857-0021 佐世保市折橋町 54-26 0956-42-1060 

座位保持装置、盲人安全杖、車椅子、

電動車椅子、歩行補助杖ほか 

株式会社新生ケア 856-0042 大村市平町 1204-3 0957-47-5425 
装具、盲人安全杖、車椅子、電動車

椅子、歩行器、歩行補助杖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


